
※１　サービス利用があったにもかかわらず、そのサービス利用月と同月に旨の届が提出されていなければ居宅介護支援費及び介護予防支援費または介護予防ケアマネジメント費は請求
　　　 できません。
※２　上記のケースで旨の届を月を跨いでの遡りが必要になった場合は、サービス内容の変更がわかり次第速やかに旨の届を提出してください。
　　　連絡がなく遅延があった場合は遡りを認めません。（原則、旨の届が提出された同月の1日までしか遡りは行いません。）

計画作成依頼届出 当初計画のサービス内容 実際利用したサービス内容

（4）要支援認定者のサービス内容が変更になった場合のケアプランの流れ

（予支が給付管理予定）

サービス計画作成月
に予支が旨の届（指
定通知書の写しを添
付）を提出

（包括が給付管理予定）

サービス計画作成月
に包括が旨の届を提
出

介護予防サービスと総合事業

サービス利用を計画

(総合事業の利用の有無に関わらず、

予支が要支援者のプランを作成する

場合は、包括に情報共有等を行う)

介護予防サービスと総合事業
サービス利用を計画

予支が介護予防支援として給付管理を行う。

計画通り介護予防サービスと総合

事業サービスの提供になった

予支は介護予防ケアマネジメントができないので、事前に情報共有

等を行った包括に相談しているので、一部委託事業所としての遡及

を包括が認める場合は、総合事業サービスのみになった月の初日に

遡った包括の旨の届（一部委託証等の写しを添付）を速やかに提出

し、介護予防ケアマネジメントとして給付管理を行う。

包括が介護予防支援または介護予防ケアマネジメント
として給付管理を行う。
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※ 包括 …各区地域包括支援センター

居支 …居宅介護支援事業者
旨の届…居宅サービス計画作成依頼届
予支 …介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者

計画通り介護予防サービスと総

合事業サービスの提供になった
介護予防サービスと総合事業

サービス利用を計画

（包括に情報共有はしなかった）

※包括への情報提供は必須

予防サービスも計画していた

が総合事業のみのサービス提

供になった

総合事業サービスも計画して

いたが、介護予防のみのサー

ビス提供になった

総合事業サービスも計画してい

たが介護予防のみのサービス提

供になった

予防サービスも計画していた

が総合事業のみのサービス提

供になった

包括へ情報提供を行ったうえで、予支が介護予防支援として給

付管理を行う。

予支は介護予防ケアマネジメントができないが事前に包括へ情

報共有等を行っておらず、一部委託事業所としての遡及を包括

が認めるのは難しいため、総合事業サービスのみになった月の

初日に遡った自己作成の旨の届を速やかに提出し、給付管理を

行う。

総合事業サービスのみの利用
を計画

計画通り総合事業サービスのみ

の利用の提供になった

介護予防サービスも計画してい

たが総合事業のみのサービス提

供になった


